
 

 

令和３年５月 

事業検証委員会 

排出放射能影響調査事業及び排出放射性物質影響調査設備等整備事業等 

に関する検証報告書 概要（案） 

 

１．背景 

○本調査事業は、大型再処理施設から排出される放射性物質による施設周辺環

境及び地域住民の健康に対する影響を明らかにすることを目的に、平成２年

度から実施。 

○六ケ所再処理工場は、我が国初の商業用大型再処理施設として、当初平成９年

１２月の竣工予定であったが、安全審査の状況やトラブル等により竣工時期

が 24回延期。令和２年７月、新規制基準に係る事業変更許可を取得し、今後、

設工認や安全性向上対策工事、使用前事業者検査、原子力規制検査を経て、令

和４年上期に竣工予定であり、調査事業の意義が試される段階。 

○そのような中、昨年 12 月の第 41 回行政改革推進会議において、調査事業／

設備整備事業に対して、指摘（通告）がなされたところ。 

○同指摘を受け、調査事業の対象領域の専門家、リスクコミュニケーションの専

門家、地元自治体関係者、地元研究機関関係者、会計士の７名で構成される第

三者による事業検証委員会を本年２月に設置。 

○環境研、海洋財団、青森県からのヒアリングなど、計４回の会合を経て、同年

６月に検証報告書を取りまとめた。 

 

２．調査事業について【所見と指摘事項（抜粋）】 

（１）排出放射性物質による環境影響に関する調査（陸域部分） 

○成果については、住民に対するアウトリーチ活動に加え、行政への活用も重要。

青森県と環境研においては、本調査の成果の異常事態が発生した場合におけ

る活用策について、積極的に検討を行うことを期待。 

（２）排出放射性物質による環境影響に関する調査（海域部分） 

○成果については、住民に対するアウトリーチ活動に加え、行政への活用も重要。

青森県と海洋財団においては、本調査の成果の異常事態が発生した場合にお

ける活用策について、積極的に検討を行うことを期待。 

（３）低線量率放射線による生物影響に関する調査 

○低線量率照射施設は世界的にも数少ない特異な施設であり、それを活かした

生物研究をさらに推進することは社会のニーズにあった学術的テーマで世界

にも貢献可能。 
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（４）広報活動及び情報発信活動 

○地域住民、ひいては県民の安全・安心の確保に資するという観点から、調査事

業に関する県民の関心・理解度・安心の度合いについて推移やベンチマーク

を把握することが重要かつ必要。特に、事業ごとに職域を絞って調査を行うと

ともに、比較対象として全県的なアンケートも重要。 

 

３．設備整備事業及び管理経費【所見と指摘事項（抜粋）】 

（１）環境研 

○一般競争入札については、電子公告を行うなどして入札公告の周知に努めて

いるものの、52 件のうち、約７割が一者応札である現状について、委託費の

規模が大きい（約 8.5億円）ことを踏まえ、自ら応札者を開拓する等より積極

的な手法により競争性を確保するなどの方策を講じて、契約の一者応札比率

を改善するよう、一層の透明性の確保に向けた取組を行うことを期待。 

○特徴ある施設であるため高い維持費が生じているため、個々の契約の見直し

を行うとともに、外部機関との共同研究、外部機関による共同利用などを通じ

た外部資金の取り込みなどによって国費の依存度低減に努めることを期待。 

○事務・技術職員の給与が国家公務員と比較して高い（ラスパイレス指数：110）

水準にあり、職員に求められる専門性の高さ、研究所の立地特性は理解するも

のの、その給与水準を、国家公務員と同等程度になるよう段階的に見直すこ

とを期待。 

（２）海洋財団 

○ここ数年間にわたり厳しい財務状況を考慮した運営が行われており、社会的

理解が得られるものと考えられるものの、引き続き、経営状況の改善を図って

いく必要がある。 

 

４．その他の観点【所見】 

○企画評価委員会が行う毎年度の指摘について、現状では環境研、海洋財団が次

年度の事業計画に反映させることになっているが、指摘を行った企画評価委

員会においてチェックする仕組みを導入すべきである。 

〇県から環境研、海洋財団への長期にわたる随意契約、文部科学省 OBが理事と

して就任していることを含む役員の選定プロセスの透明性については、検証

委員会として妥当性があることを確認した。 

 

５．総括 

○平成２年度からの事業開始以降、多額の国費（総額 965億円）が投じられてき

ているが、東電福島第一原子力発電所事故後の原子力施設の安全確保に対す

る不安が広がる中で、六ケ所再処理工場の竣工が目前（令和４年上期）に控え



る状況を踏まえると、中立的な立場で安全に関する科学的な調査研究を行う

本事業の存在意義が十分にあると考えられる。 

○一方で、多額の国費が投じられている状況を踏まえ、本事業の実施において

は、「２．」～「４．」で示した指摘事項（詳細な所見・指摘は報告書参照）に

従い、より事業の効率的な実施と更なる理解醸成活動の強化に取り組むこと

を期待。 

以上 


